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1．検討委員会の 目的

第 ２ 条 委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 項 に つ い て 検 討 を 行 う 。

( 1 )   ケ ア リ ー バ ー の 実 態 把 握 に 係 る 調 査 内 容 に 関 す る こ と 。

（ 2 )   ケ ア リ ー バ ー へ の 必 要 な 支 援 に 関 す る こ と 。

( 3 )   そ の 他 、 ケ ア リ ー バ ー の 支 援 の 推 進 に 関 す る こ と 。

① 令和４年６月に公布された児童福祉法改正により、令和6年度から、22歳以降の支援が可能になるとともに、ケア

リーバーの実態把握と必要な支援の実施が県の業務に位置づけられる。

② ケアリーバーへの支援を推進するため、実態把握調査の実施と必要な支援を検討する委員会を設置する。

所 掌 事 務

ケアリーバーの支援のあり方検討委員会設置要綱第２条

参考資料 p.2
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2．検討委員会委員

所属 役職 氏名 備考

関西福祉科学大学社会福祉学部 教授 遠藤 洋二 学識者

一般社団法人兵庫県児童養護連絡協議会 副会長 大野 誠 児童養護施設

社会福祉法人すいせい 理事長 岸田 耕二 就労支援

尼崎駅前法律事務所 弁護士・社会福祉士 曽我 智史 法律

医療法人仁寿会石川病院 看護師 富岡 弥郁 社会的養護経験者

公益社団法人家庭養護促進協会 事務局長 橋本 明 里親支援

特定非営利活動法人 Giving Tree ピアカウンセラー 畑山 麗衣 社会的養護経験者

特定非営利活動法人ブリッジフォースマイル 理事長 林 恵子 自立支援

公益財団法人神戸やまぶき財団 事務局次長 三浦 華子 進学支援

社会福祉法人恵風会高岡病院 児童精神科医 三木 崇弘 医療

（ 敬 称 略 ）

① 日頃から子どもたちと関わりのある支援者や自立支援の事業所、当事者である社会的養護経験者を構成員（10名）

として、ケアリーバーの実態把握と具体的な支援のあり方を検討する。
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３．座長選出

① ケアリーバーの支援のあり方検討委員会設置要綱第３条により、会務を総理し、委員会を代表する座長を置くことと

している。

② 座長は、委員の互選によって定めることとしていることから、第１回委員会の場で座長を選出する。

第 ３ 条 委 員 会 は 、 別 表 に 掲 げ る １ ０ 名 以 内 の 委 員 で 組 織 す る 。

２ 委 員 会 に 座 長 を 置 く 。

３ 座 長 は 、 委 員 の 互 選 に よ っ て 定 め る 。

４ 座 長 は 、 会 務 を 総 理 す る と と も に 、 委 員 会 を 代 表 す る 。

５ 座 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 座 長 が 欠 け た と き は 、 座 長 が 指 名 す る 者 が そ の 職 務 を 代 理 す る 。

組 織

ケアリーバーの支援のあり方検討委員会設置要綱第３条
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4-1．議題１ 実態把握調査の実施 内 容に つい て

① 生活の状況等の確認、支援策への反映のほか実態把握を行う意義は何か（目的）。

② アンケート調査の進め方は適切か（進め方）。

③ 支援策を検討する観点から、アンケート調査の項目、選択肢は適切か（内容）。

④ 令和６年度以降の実態把握をどのように行うか（来年度以降の進め方）。

ご意 見 い た だ きた い内 容 参考資料 p.3
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4-1-1．実態把 握調 査の 目的 議 題 １

① 児童福祉法改正により、ケアリーバーの実情の把握と自立のために必要な援助が県が行わなければならない業務に

位置づけられ、当該業務は児童相談所の業務としても位置づけられた。

② 必要な援助を行うための支援体制の整備には、まず実態把握が重要であることから、必要な調査を行う。

第 十 一 条 都 道 府 県 は 、 こ の 法 律 の 施 行 に 関 し 、 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。
一 （ 略 ）
二 児 童 及 び 妊 産 婦 の 福 祉 に 関 し 、 主 と し て 次 に 掲 げ る 業 務 を 行 う こ と 。

イ ～ リ （ 略 ）
ヌ 措 置 解 除 者 等 の 実 情 を 把 握 し 、 そ の 自 立 の た め に 必 要 な 援 助 を 行 う こ と 。

三 （ 略 ）
② ～ ⑦ （ 略 ）

第 十 二 条 都 道 府 県 は 、 児 童 相 談 所 を 設 置 し な け れ ば な ら な い 。
② （ 略 ）
③ 児 童 相 談 所 は 、 児 童 の 福 祉 に 関 し 、 主 と し て 前 条 第 一 項 第 一 号 に 掲 げ る 業 務 （ 市 町 村 職 員 の 研 修 を 除 く 。 ） 並 び に 同 項

第 二 号 （ イ を 除 く 。 ） 及 び 第 三 号 に 掲 げ る 業 務 並 び に 障 害 者 の 日 常 生 活 及 び 社 会 生 活 を 総 合 的 に 支 援 す る た め の 法 律 第
二 十 二 条 第 二 項 及 び 第 三 項 並 び に 第 二 十 六 条 第 一 項 に 規 定 す る 業 務 を 行 う も の と す る 。

④ ～ ⑧ （ 略 ）

改 正 児 童 福 祉 法

参考資料 p.3
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4-1-2．実態把 握調 査の 進め 方 議 題 １

調 査 委 託 一般社団法人兵庫県児童養護連絡協議会 （ 調査項目の素案作成、調査実施の調整、結果のとりまとめ 等 ）

対 象 地 域 兵庫県所管分 ※ 神戸市は令和4年度に実施済み

対 象 施 設 児童養護施設、里親、ファミリーホーム ※今年度は対象を絞って実施

① 対象施設は、まずは児童養護施設、里親、ファミリーホームを対象とし、令和6年度以降その他の施設の参考とする。

② 対象者は、退所後数年間の間につまづくことが多いことから、その間の支援ニーズの把握のため直近５年間に退所し

た18歳以上の者とする。

③ 調査方法は、郵送の手間を省き、回答、集計のしやすさも考慮し、ＷＥＢアンケート方式を原則とする。

ア ン ケ ー ト

イ ン タ ビ ュ ー

共 通 事 項

対 象 者
平成３０（2018）～令和４（2022）年度の過去５年間に退所した18歳以上の者（約30０名）

※家庭復帰（親と同居）は除く自立退所の者。措置延長、措置変更の者も含む

調 査 方 法 WEBアンケート方式

調 査 時 期 ７月中旬～８月初旬 ※第１回検討委員会後、速やかに実施

謝 礼 回答者には謝礼としてAmazonギフト券500円分を送付

対 象 者 アンケート回答者の中からインタビューの了承の得られた者から実施

調 査 方 法 出身施設の職員が訪問等により、インタビュー調査を実施

調 査 時 期 ９月初旬～10月初旬 ※第２回検討委員会後、速やかに実施

※第２回検討委員会で議論

参考資料 p.8

参考資料 p.9

参考資料 p.11

参考資料 p.10



4-1-3．アン ケ ー ト調 査の 内 容（ 案） 議 題 １

基本事項
Ｑ1

Ｑ2

あなたの年齢を教えてください

性別を教えてください

住 ま い
Ｑ3

Ｑ4

いま住んでいるのは兵庫県内／県外のどちらですか

いまの住まいの種類について教えてください

健 康

Ｑ5

Ｑ6

Ｑ7

最近の体調について教えてください

病院に行っていますか

その理由を教えてください

進 路 Ｑ8 施設や里親の家、ファミリーホームを出た直後は、どの進路に進みましたか

進 学

Ｑ13

Ｑ14

Ｑ15-1

Ｑ15-2

Ｑ15-3

Ｑ16

学校の種類を教えてください

進学した後の状況を教えてください

学校をやめた、もしくは休学している理由を教えてください

どんなサポートがあれば学校をやめなかったと思いますか

その後の状況を教えてください

施設や里親の家、ファミリーホームを出る「前」の支援で不足していると感じ

たことはありますか

困 り 事

Ｑ17

Ｑ18

施設や里親の家、ファミリーホームを出た後に困ったことを教え

てください（お金のこと、人間関係の困りごと、住まいや健康の困りごと）

困ったときに支えになった人は誰ですか

相 談

Ｑ19

Ｑ20

Ｑ21

最近の１年間に、ファミリーホームや施設の職員、里親とは、どの

くらいの頻度で直接会いましたか

メールや電話での連絡は、どれくらいの頻度（ひんど）でとりましたか

会ったり連絡をとったりした回数は、多いと思いますか、少ないと思いますか

サ ポ ー ト Ｑ22 退所後に必要だと思うサポートを教えてください

満 足 度
Ｑ23

Ｑ24

いまの生活の満足度を教えてください

その理由を教えてください

メッセージ
Ｑ25 これから施設や里親の家、ファミリーホームを巣立つ後輩たちへ、

エールやメッセージをお願いします

↓進路に応じて就職・進学を選択

8

就 職

Ｑ9

Ｑ10

Ｑ11-1

Ｑ11-2

Ｑ11-3

Ｑ12

現在の状況について教えてください

雇用形態について教えてください

（やめて今は働いていない方）その後の状況を教えてください

これまで何か所の会社や事業所で働きましたか

転職・退職した理由を教えてください

仕事をするうえで困難を感じたことはありますか

① 前回平成26年度調査、近年の他自治体の例を参考に、素案を作成した。

② ⅰ住まいや健康状態、ⅱ就職・進学、ⅲ 困り事・サポート の構成とし、回答者の負担を減らすため項目数を絞っている。

③ 支援策の検討にあたって、質問項目及び選択肢の追加・削除に対するご意見をいただきたい。
参考資料 p.12～14
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4-1-4．来年度 以降 の実 態把 握の 方 法 議 題 １

① 実情把握調査は毎年行うか。その際の内容・方法はどうするか。

② 調査以外の実情を把握する手段はどのようなものがあるか。

③ 施設等との関係が良好でない場合などはどう把握するか。

ご意 見 い た だ きた い内 容 参考資料 p.3
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4-2-1．議題２ 今後の検討の進め方 につ い て

第１回

第２回

第３回

第４回

令和５年６月30日（金）10時～ 兵庫県民会館 10階 福

① 実態把握調査の実施内容

② 今後の検討の進め方

令和５年 ８月 下旬

① アンケート調査の結果報告、インタビュー調査の内容

② ケアリーバーの支援の現状と課題等の検証

令和５年 ９月 下旬

① インタビュー調査の結果報告

② ケアリーバーへの支援策の検討

令和５年 11月 上旬

① 報告書のとりまとめ

令和６年度兵庫県当初予算、兵庫県社会的養育推進計画改定に反映

議 題 2
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4-2-2．議題２ 今後の検討の進め方 につ いて 議 題 2

① 将来の選択肢を広げるために入所中にどのような機会の提供が必要か。

② 就職に向けた入所中の支援、退所後の就労継続に向けた企業等とどのように連携するか。

③ 大学進学に向けた入所中の支援、進学後の卒業までの支援をどのように行うか。

④ 相談できる多様な選択肢がある相談体制をどう構築するか。

⑤ 相談を受けたうえで、住まい、法的トラブル、病気など困りごとにどう対応するか。

⑥ 居場所づくりは必要か、どのような居場所が必要か、誰が担うか。

⑦ 施設、里親、民間団体、当事者、行政等の支援機関がそれぞれどのように役割を果たすか。

本 委 員 会 で の検 討内 容例 参考資料 p.15～18


